
構造改革特別区域計画変更(地産地消の食育による安心子育て特区)新旧対照表 

変更前 変更後 

１～３（略） １～３（略） 
４ 構造改革特別区域の特性 ４ 構造改革特別区域の特性 

田原市は、愛知県の南端に位置する渥美半島のほぼ全域を市域とし、北は

三河湾、南は太平洋、西は伊勢湾と三方を海に囲まれ、東西約30km、南北約

10kmで、面積191.12k㎡、人口61,939人（令和元年11月末現在）の市である。 

 
（略）   

公共交通機関は、豊橋鉄道渥美線が、愛知県東部の中心都市である豊橋市

の中心市街地から田原市街地まで運行している。また、路線バスとして豊鉄

バスが、市内の主要市街地を結ぶ幹線道路を走っている。さらに、市営ぐる

りんバスが、公共施設を巡回している。  

（略）   

市内の就学前児童の施設は、市立保育所(保育所型認定こども園)が18園、

私立保育所(保育園)が1園、私立認定こども園(幼保連携型認定こども園)が

2園あり、令和元年12月1日現在で、市立保育所に1,487人（定員1,940人）、

私立保育所に144人（定員160人）、私立認定こども園に428人（定員510人）

が通っており、一時預かり保育、障害児保育などを実施し、保育の充実を図

っている。  

 追加 
    
 
 
 
 
 
 
 

田原市（以下、本市という。）は、愛知県の南端に位置する渥美半島の

ほぼ全域を市域とし、北は三河湾、南は太平洋、西は伊勢湾と三方を海に

囲まれ、東西約30km、南北約10kmで、面積191.12k㎡、人口61,185人（令和

2年8月末現在）の市である。 

（略） 
公共交通機関は、豊橋鉄道渥美線が、愛知県東部の中心都市である豊橋市

の中心市街地から本市の市街地まで運行している。また、路線バスとして豊

鉄バスが、市内の主要市街地を結ぶ幹線道路を走っている。さらに、市営ぐ

るりんバスが公共施設を巡回している。  
（略）  

市内の就学前児童の施設は、市立保育所(保育所型認定こども園)が17園、

私立保育所(保育園)が1園、私立認定こども園(幼保連携型認定こども園)が

3園あり、令和2年4月1日現在で、市立保育所に1,212人（定員1,750人）、

私立保育所に130人（定員160人）、私立認定こども園に585人（定員695人）

が通っており、一時預かり保育、障害児保育などを実施し、保育の充実を

図っている 。 

近年は、配慮が必要な児童に対して加配保育士を配置して保育所で受け

入れているが、療育を希望する保護者も増加しており、多様な障害児支援

サービスの提供が求められている。障害のある児童が健やかに育ち、将来、

共生社会の担い手として社会参加するためには、将来を見据えた適切な療

育環境の整備が必要となっている。しかし、本市には障害のある未就学児

童に対して自立支援や機能訓練を行う児童発達支援事業所はなく、身近な

地域で専門的支援が受けられない状況となっている。この問題を解決する

ため、市内に児童発達支援事業及び相談支援事業などの地域支援を行う福

祉型児童発達支援センターを令和3年4月に開設する準備を進めている。 



（略）  （略）  

５ 構造改革特別区域計画の意義 ５ 構造改革特別区域計画の意義 

近年の社会構造の変化により女性の社会進出が進んだことから、家庭の養

育機能の低下が指摘され、その一つとして児童の食習慣の乱れが危惧されて

いる。こうしたことから、家庭の養育機能を補完し、養育者の仕事と子育て

の両立支援を行う保育所の役割は重要であり、様々な子育て支援サービスを

充実させていく必要がある。一方、地方自治体の限られた財源を効率的に活

用し、多様なニーズに対応する保育所運営が求められている。このため保育

所の統廃合と民営化に取り組み、平成30年4月1日に2園を統合して1園廃止

し、更に令和2年4月1日に新たな私立認定こども園の開設に合わせて1園を

廃止することで市立保育所は17園となる。 

現在、整備・運営に民間経営のノウハウを導入したPFI方式により、保護

者の方が試食できる開かれた施設、バイキング給食などの多彩なメニュー、

全国最大級のオール電化システム等、先進的な取組を行い、1日当り9,000食

が調理可能な田原市給食センター（以下「新給食センター」と記載）が平成

26年4月1日から稼働し、市内44施設（小中学校23校、市立保育所18園、私立

保育所1園、私立認定こども園2園）に新給食センターから給食提供を行い、

この新給食センターの活用により、市立保育所運営の合理化・効率化に取り

組んでいる。 

（略）  

近年の社会構造の変化により女性の社会進出が進んだことから、家庭の

養育機能の低下が指摘され、その一つとして児童の食習慣の乱れが危惧さ

れている。こうしたことから、家庭の養育機能を補完し、養育者の仕事と

子育ての両立支援を行う保育所の役割は重要であり、様々な子育て支援サ

ービスを充実させていく必要がある。一方、地方自治体の限られた財源を

効率的に活用し、多様なニーズに対応する保育所運営が求められている。

このため保育所の統廃合と民営化に取り組み、平成30年4月1日に2園を統合

して1園廃止し、更に令和2年4月1日に新たな私立認定こども園の開設に合

わせて1園を廃止することで市立保育所は17園となった。 

現在、整備・運営に民間経営のノウハウを導入したPFI方式により、保護

者の方が試食できる開かれた施設、バイキング給食などの多彩なメニュー、

全国最大級のオール電化システム等、先進的な取組を行い、1日当り9,000

食が調理可能な田原市給食センター（以下「新給食センター」と記載）が

平成26年4月1日から稼働し、市内44施設（小中学校23校、市立保育所17園、

私立保育所1園、私立認定こども園3園）に新給食センターから給食提供を

行い、この新給食センターの活用により、市立保育所運営の合理化・効率

化に取り組んでいる。 

（略）  

６ 構造改革特別区域計画の目標 ６ 構造改革特別区域計画の目標 

① （略）  

② 保育所や認定こども園、小中学校、新給食センター等が連携して食育に

取り組み、乳幼児期からの正しい食習慣の定着と健やかな成長に資する。  
③～④（略）  

 

① （略）  

② 保育所や認定こども園、児童発達支援センター、小中学校、新給食セ

ンター等が連携して食育に取り組み、乳幼児期からの正しい食習慣の定

着と健やかな成長に資する。  

③～④ （略） 
⑤ 新給食センターからの給食外部搬入方式による児童発達支援センター

運営の合理化を進め、多様なニーズに対応した障害児支援を実現する。 



７ 構造改革特別区域計画の実施が構造改革特別区域に及ぼす経済的社会的

効果 

７ 構造改革特別区域計画の実施が構造改革特別区域に及ぼす経済的社会

的効果 

①～③ （略）  

 

 

 

 

 

 

 

 

①～③ （略）  

④ 新給食センターでは、市が食材を一元購入し、㈱田原学校給食サービ

スが一元調理することで、材料費、人件費、光熱水道費等、給食の調理

に係る経費を節減し、こうして節減された財源により多様なニーズに対

応する児童発達支援センターの運営を実現する。 

⑤ 児童発達支援センターを利用する障害児等に他の保育所に通う児童

と同じ給食を提供することで、障害のある子どもも障害のない子どもも

一貫した食育に取り組むことが可能となり、インクルーシブ教育システ

ムの推進を図ることができる。 

８ 特定事業の名称 ８ 特定事業の名称 

９２０ 公立保育所における給食の外部搬入方式の容認事業  

 

９２０ 公立保育所における給食の外部搬入方式の容認事業  

９３９ 児童発達支援センターにおける給食の外部搬入方式の容認事業 

９ 構造改革特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする特定

事業に関連する事業その他の構造改革特別区域計画の実施に関し地方公共

団体が必要と認める事項 

９ 構造改革特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする特

定事業に関連する事業その他の構造改革特別区域計画の実施に関し地方

公共団体が必要と認める事項 

（学校給食事業）  

田原市献立委員会に保育園から指導保育士が委員として参画すること

で、学校との情報交換や連携を促進し、乳幼児期からの一貫した食育の推

進を図る。 

 （略） 

 

 

 

 

（学校給食事業）  

田原市給食センター献立委員会（以下、献立委員会という。）に保育園

から指導保育士が委員として参画することで、学校との情報交換や連携を

促進し、乳幼児期からの一貫した食育の推進を図る。 

 （略） 

（障害児支援事業）  

児童発達支援センター運営の効率化・合理化を推進し、財源を確保する

ことで、障害児支援のニーズに対応できる療育環境の整備、障害児支援サ

ービスの充実を図る。 

別紙１ 別紙１ 

１ （略） １ （略） 

２ 当該規制の特例措置の適用を受けようとする者  ２ 当該規制の特例措置の適用を受けようとする者  



田原市内の公立保育所  市内の公立保育所  

３～４ （略） ３～４ （略） 

５ 当該規制の特例措置の内容 ５ 当該規制の特例措置の内容 

①～③（略） ①～③（略） 

【給食の配送計画】 【給食の配送計画】 
 

１号車 ２号車 ３号車 ４号車 

センター    10:05 センター    9:45 センター    9:55 センター   10:00 

(田原赤石こ)10:20 中部保     10:05 (漆田保)   10:13 若戸保     10:10 

センター    10:45 (蔵王こ)   10:20 第一保     10:24 伊良湖岬保 10:40 

 センター   10:50 (童浦こ)   10:45 センター   11:31 

  センター   11:16  

 

１号車 ２号車 ３号車 ４号車 

センター    10:05 センター    9:45 センター    9:55 センター   10:00 

(田原赤石こ)10:20 中部保     10:05 (漆田保)   10:13 若戸保     10:10 

センター    10:45 (蔵王こ)   10:20 第一保     10:24 伊良湖岬保 10:40 

 センター   10:50 (童浦こ)   10:45 センター   11:31 

  センター   11:16  
 

６号車 ８号車 ９号車 １０号車 

センター    9:50 センター    9:47 センター    9:40 センター    9:42 

高松保     9:58 野田保      9:57 清田保      9:58 赤羽根保    9:50 

稲場保     10:13 神戸保     10:17 福江保     10:10 泉 保    10:11 

東部保     10:29 大草保     10:30 中山保     10:21 センター   10:34 

六連保     10:43 センター   10:45 小中山保   10:31   

センター   11:06   センター   11:04   

 

６号車 ８号車 ９号車 １０号車 

センター    9:50 センター    9:47 センター    9:40 センター    9:42 

高松保     9:58 
児童発達支援ｾﾝﾀｰ    

9:57 
清田保      9:58 赤羽根保    9:50 

稲場保     10:13 神戸保     10:17 福江保     10:10 野田保    10:05 

東部保     10:29 大草保     10:30 中山保     10:21 泉 保    10:23 

六連保     10:43 センター   10:45 小中山保   10:31 センター   10:46 

センター   11:06   センター   11:04   

(記載注）センター：新給食センター  

     ○○○保：市立○○○保育園 

（○○こ）：私立○○こども園 

（○○保）：私立〇〇保育園※私立保育所に３歳以上児給食のみ配送 

５号車、７号車、１１号車～１４号車は小中学校のみ配送 

(記載注）センター：新給食センター  

     ○○○保：市立○○○保育園 

（○○こ）：私立○○こども園 

（○○保）：私立〇〇保育園※私立保育所に３歳以上児給食のみ配送 

 児童発達支援センター：田原市児童発達支援センター 

５号車、７号車、１１号車～１４号車は小中学校のみ配送 

④ 園児の給食については、各保育所の職員会議での反省や園長による検討

会で検証する。また、毎月の献立を保護者に配布し、園児の食材に対するア

④ 園児の給食については、各保育所の職員会議での反省や園長による検討

会で検証する。また、毎月の献立を保護者に配布し、園児の食材に対する



レルギーの有無や、献立に対する保護者の要望等の聴取に努める。これら

の結果は、指導保育士が献立委員会に伝えることで、給食に対する保育所

や養育者の意見を反映する。  

  アレルギー児童の除去食の具体的な対応として、事前に保護者と関係者

（栄養士等）で打合せを行い、アレルギー管理指導表に基づいて提出され

た食物アレルギー対応申請書により食物アレルギー対応の認定を行いま

す。原因食物については、詳細なアレルギー情報を提供します。給食でのア

レルギー対応は、安全性を最優先とし、作業の複雑化を防ぎ、確実な除去食

の提供を行います。新給食センターでは、対応食調理の担当者は原則専任

とし、アレルギー対応責任者を置き、基本食調理とは区分して調理に従事

するものとします。安全で確実なアレルギー対応食を提供するため、アレ

ルギー対応食調理マニュアルに記載する内容を遵守し、アレルゲンの混入

防止や配食から配送における誤配の防止まで徹底した安全管理を行いま

す。 

アレルギーの有無や、献立に対する保護者の要望等の聴取に努める。これ

らの結果は、指導保育士が献立委員会に伝えることで、給食に対する保育

所や養育者の意見を反映する。  

  アレルギー児童の除去食の具体的な対応として、事前に保護者と関係者

（栄養士等）で打合せを行い、アレルギー管理指導表に基づいて提出され

た食物アレルギー対応申請書により食物アレルギー対応の認定を行う。原

因食物については、詳細なアレルギー情報を提供する。給食でのアレルギ

ー対応は、安全性を最優先とし、作業の複雑化を防ぎ、確実な除去食の提

供を行う。新給食センターでは、対応食調理の担当者は原則専任とし、ア

レルギー対応責任者を置き、基本食調理とは区分して調理に従事するもの

とする。安全で確実なアレルギー対応食を提供するため、アレルギー対応

食調理マニュアルに記載する内容を遵守し、アレルゲンの混入防止や配食

から配送における誤配の防止まで徹底した安全管理を行う。 

④～⑦（略） ⑤～⑦（略） 

 別紙２ 

 １ 特定事業の名称  

９３９ 児童発達支援センターにおける給食の外部搬入方式の容認事業  

２ 当該規制の特例措置の適用を受けようとする者  

田原市児童発達支援センター 

３ 当該規制の特例措置の適用の開始日  

令和３年４月１日 

４ 特定事業の内容  

児童発達支援センターの給食は、新給食センターで調理して搬入する

外部搬入方式とする。児童発達支援センターの調理員は、新給食センター

と児童発達支援センターに配置することで、年齢に応じた給食の提供に

も柔軟に対応する。  

新給食センターには、児童用の調理用器具類・食器、配送用の保温食缶

等を適宜補充するものとし、消毒等については、学校給食と同様に消毒

し、洗浄保管する。  

５ 当該規制の特例措置の内容  

 



① 児童発達支援センターにおける給食の外部搬入の実施に当たっては、構

造改革特別区域における留意事項を遵守する。また、構造改革特別区域内

における児童発達支援センターでは、当該施設を利用する児童への食事提

供に関する責任は同センターにあるものとし、その管理者が衛生面、栄養

面等業務上必要な注意を果たし得るような体制を確保し、学校給食の献立

を作成している栄養士から献立等について、栄養の観点から指導や助言を

受けられる体制を確保するものである。  

児童発達支援センターの調理室の面積及び主な設備は以下のとおりで

あり、所要の再加熱や冷蔵・冷凍、配膳を行う。  

また、通園児の発達段階や障害の特性に合わせ、児童発達支援センター

に配置する保育士、児童指導員、調理師等が協議し、供給量の調整、主食

を柔らかくする刻み食などにより、可能な範囲で個別の対応をする。  

【児童発達支援センター調理室の状況】 

【児童発達支援センターにおいて給食を提供する児童及び職員】 

 児童：利用児童 定員１８人 

 職員：児童発達支援管理責任者、保育士、児童指導員、調理員、相談支援

専門員等１７人  

② 外部搬入方式による給食は、栄養士の指示により柔らかくしたり、刻み

食としたりして、年齢及び障害の特性に応じて大きさや量などを工夫して

提供する。新給食センターからの外部搬入の契約については、原則は児童

発達支援センターと新給食センターとの間で契約を締結することが要件

だが、PFI方式での調理であっても、献立、食材発注は市が直接行い、市

立給食センターから市立児童発達支援センターへの搬入であり、契約とい

う行為に馴染まない。このため、市長と教育長との間で覚書を締結するこ

ととする。調理にあたっては、「構造改革特別区域における「障害児施設

における調理業務の外部委託事業」について（平成18年3月31日障発第

0331011号）」の3（2）及び（3）を遵守することとし、運営管理者は、衛

生面、栄養面等業務上必要な注意を果たしうる体制及び調理業務の受託者

調理室面積 
加熱設備 保存設備 配膳設備 

ｶﾞｽﾃｰﾌﾞﾙ 冷蔵庫 冷凍庫 配膳車 食器消毒保管庫 

22.45㎡  ２口  １台  １台  １台  １台  



との覚書により内容を確保する。また、調理業務の受託者については、セ

ンターにおける給食の主旨を十分に認識し、衛生面、栄養面等、調理業務

を適切に遂行できる能力を有する者とする。給食の提供にあたっては、通

園児の障害の状況を考慮し、医師等から栄養、食材等の制限について情報

を入手し、指導を受けて食材の選定や献立の作成、食事の加工について受

託事業者に指示し、連携を図りながら対応するとともに、献立委員会に児

童発達支援センター職員が参画するなどして、給食への要望を伝えるなど

の対応をすることとする。  

③ 外部搬入を行う場合の衛生基準については、「保護施設等における調理

業務の委託について（昭和62年3月9日付社施第38号）」において準拠され

ている「病院、診療所等の業務委託について（平成5年2月15日付指第14号）」

及び「保育所における調理業務の委託について（平成10年2月18日付児発

第86号）」を遵守する。  

調理方式は、食材を加熱調理後、冷凍又は冷蔵せずに運搬し、速やかに

提供するクックサーブ方式で実施する。また、新給食センターからの配送

ルートの選定と食缶の保温能力の検証結果から、小中学校、市内の保育所

及び認定こども園、児童発達支援センターへの給食との混載配送により

給食運搬車は総数で14台とし、2時間以内の喫食（給食が出来上がる時間

から児童が食べ始めるまでの時間）を実現する。 

 【給食の配送計画】 

 

 

１号車 ２号車 ３号車 ４号車 

センター    10:05 センター    9:45 センター    9:55 センター   10:00 

(田原赤石こ)10:20 中部保     10:05 (漆田保)   10:13 若戸保     10:10 

センター    10:45 (蔵王こ)   10:20 第一保     10:24 伊良湖岬保 10:40 

 センター   10:50 (童浦こ)   10:45 センター   11:31 

  センター   11:16  

 

６号車 ８号車 ９号車 １０号車 

センター    9:50 センター    9:47 センター    9:40 センター    9:42 

高松保     9:58 児童発達支援ｾﾝﾀｰ    清田保      9:58 赤羽根保    9:50 



 

9:57 

稲場保     10:13 神戸保     10:17 福江保     10:10 野田保    10:05 

東部保     10:29 大草保     10:30 中山保     10:21 泉 保    10:23 

六連保     10:43 センター   10:45 小中山保   10:31 センター   10:46 

センター   11:06   センター   11:04   

 (記載注）センター：新給食センター  

     ○○○保：市立○○○保育園 

（○○こ）：私立○○こども園 

（○○保）：私立〇〇保育園※私立保育所に３歳以上児給食のみ配送 

 児童発達支援センター：田原市児童発達支援センター 

５号車、７号車、１１号車～１４号車は小中学校のみ配送 

 

④ 児童の給食については、職員会議での反省や園長等による検討会で検証

する。また、毎月の献立を保護者に配布し、児童の食材に対するアレルギ

ーの有無や、献立に対する保護者の要望等の聴取に努める。これらの結果

を献立委員会に伝えることで、給食に対する児童発達支援センターや保護

者の意見を反映する。  

  アレルギー児童の除去食の具体的な対応として、事前に保護者と児童発

達支援管理責任者や関係者（栄養士等）で打合せを行い、アレルギー管理

指導表に基づいて提出された食物アレルギー対応申請書により食物アレ

ルギー対応の認定を行う。原因食物については、詳細なアレルギー情報を

提供する。給食でのアレルギー対応は、安全性を最優先とし、作業の複雑

化を防ぎ、確実な除去食の提供を行う。新給食センターでは、対応食調理

の担当者は原則専任とし、アレルギー対応責任者を置き、基本食調理とは

区分して調理に従事するものとする。安全で確実なアレルギー対応食を提

供するため、アレルギー対応食調理マニュアルに記載する内容を遵守し、

アレルゲンの混入防止や配食から配送における誤配の防止まで徹底した

安全管理を行う。 

⑤ 児童発達支援センターでは、楽しく食べる経験を通して子どもの食への

関心を高め、「食を営む力」の基礎を培う「食育」に取り組む。これを保

育所や認定こども園、小中学校との連携を図りながら実施することで、計

画的・長期的・系統的な取組を実現する。  



⑥ 乳幼児期から小中学校まで一貫して地域の食材を使用した給食を提供

し、地域の食材の知識や優秀さを伝えることで、地産地消の促進につなげ

るとともに、地域への愛着や誇りを育む。また、農業世帯の多い地域であ

ることから、家族の仕事や地域の人達への理解を深めることにも努める。  

⑦ 新給食センターに対する市民の理解を深めてもらうため、「給食だより」

を発行するとともに、ケーブルテレビやインターネットにより情報提供す

る。また、新給食センターの試食会や施設見学を行う「市政ぴーあーる講

座」を開催し、新給食センターが「食に関する学びの場」として認識され

るよう努める。 

⑧ 児童発達支援センターを利用する障害児等に他の保育所に通う児童と

同じ給食を提供することで、障害のある子どもも障害のない子どもも一貫

した食育に取り組み、インクルーシブ教育システムの推進を図る。 

⑨ 通所支援計画の中に、障害児の発育及び発達の過程並びにそれぞれの障

害の特性に応じて食に関し配慮すべき事項を定めた食育に関する事項を

盛り込み、健康な生活の基本としての食を営む力の育成を図っていく。 

 


